
「令和6年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

第一港運株式会社(法人番
号9290801011910)代表者
岡部太郎

本社営業所

福岡県北九州市若松区本
町1丁目14-14

福岡県北九州市若松区本
町1丁目14-14

株式会社リングロジ（法人番
号9340001018156）代表者
田上貴之

福岡営業所

鹿児島県出水市五万石町
910番地

福岡県古賀市薬王寺869-4

株式会社リングロジ(法人番
号9340001018156)代表者
田上貴之

福岡営業所

鹿児島県出水市五万石町
910番地

福岡県古賀市薬王寺869-4

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

令和6年3月4日 文書警告

貨物自動車運送事
業法第17条第1項第
2号、道路運送車両
法第48条第1項

令和6年2月19日、監査実施。1件の違反が認めら
れた。(1)定期点検整備の実施違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両
法第48条第1項)

0 0

3

令和6年3月12日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第17
条第1項第1号、法
第17条第4項

令和6年2月15日、監査実施。4件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第
3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7
条第5項)、(3)業務の記録義務違反(安全規則第8
条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規
則第9条)

3 3

令和6年3月8日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第17
条第1項第1号、法
第17条第4項

令和5年6月20日、監査実施。6件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第
3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行
業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録
事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運転者等台帳
の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運
転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9
条の5第1項)

3
輸送施設の使用停止
(30日車)
文書警告

文書警告



「令和6年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

有限会社スムーストランス
（法人番号4290802012103）
代表者土居一生

本社営業所

福岡県北九州市門司区新
門司一丁目6番3号

福岡県北九州市門司区新
門司一丁目6番3号

7 7令和6年3月13日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条の3

令和5年1月12日、監査実施。14件の違反が認め
られた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところ
に従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第
1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3
条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行業
務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違
反等(安全規則第7条第1項～第3項)、(5)点呼の記
録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記
録義務違反(安全規則第8条)、(7)業務の記録事項
義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による
記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運転者等台帳
の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指
導監督違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則
第10条第2項)、(13)全従業員に対する指導監督義
務違反(安全規則第10条第5項)、(14)輸送の安全
に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)

輸送施設の使用停止
（70日車）
文書警告



「令和6年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

アークレア株式会社（法人
番号5300001011374）代表
者千葉智己

本社営業所

佐賀県神埼市神埼町姉川
2161-1

佐賀県神埼市神埼町姉川
2161-1

馬場勝則 本店営業所

佐賀県西松浦郡有田町 佐賀県西松浦郡有田町

18
輸送施設の使用停止
（180日車）
文書警告

令和6年3月18日
貨物自動車運送事
業法32条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実
施。相当の期間事業を行っていないものと認めら
れた。事業の無届出休止･廃止（貨物自動車運送
事業法第32条）

-

令和6年3月18日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第17
条第1項第1号、法
第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、道路運送車両法
（以下「車両法」）第
49条第1項、車両法
第49条第3項

令和5年8月24日、監査実施。15件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第
3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反
(安全規則第3条第4項)、(3)定期点検整備記録簿
の記載義務違反(安全規則第3条の3、道路運送
車両法第49条第1項)、(4)定期点検整備記録簿の
保存義務違反(安全規則第3条の3、道路運送車
両法第49条第3項)、(5)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条第1項～第3項)、(6)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録事
項義務違反(安全規則第8条)、(8)業務の記録（不
実記載）違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計に
よる記録(改ざん)違反(安全規則第9条)、(10)運行
指示書に係る（携行）義務違反(安全規則第9条の
3第1項～第3項)、(11)運転者等台帳の記載事項
等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(13)運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反(安全規則第10条第1項)、(14)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10
条第2項)、(15)運行管理者の講習受講義務違反
(安全規則第23条第1項)

18

-許可の取消し



「令和6年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

博光運輸株式会社（法人番
号1290001015769）代表者
山北菊久

福岡営業所

福岡県福岡市博多区石城
町3-22

福岡県糟屋郡篠栗町津波
黒3丁目6-13

博光運輸株式会社（法人番
号1290001015769）代表者
山北菊久

那の津営業所

福岡県福岡市博多区石城
町3-22

福岡県福岡市博多区石城
町3-22

令和6年3月19日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法第48
条

令和5年8月28日、監査実施。11件の違反が認め
られた。(1)(2)(3)事業計画(営業所・自動車車庫・
休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨
物自動車運送事業法第8条第1項)、(4)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)定期
点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路
運送車両法第48条)、(6)点呼の実施義務違反等
(安全規則第7条第1項～第3項)、(7)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)運行記録
計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運転
者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安
全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

15 9
輸送施設の使用停止
（90日車）
文書警告

6
輸送施設の使用停止
（60日車）
文書警告

令和6年3月19日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第8
条第1項、法第9条
第3項、法第17条第
1項第1号、法第17
条第4項

令和5年8月28日、監査実施。12件の違反が認め
られた。(1)(2)事業計画(自動車車庫・休憩睡眠施
設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運
送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)事業計画の
変更届出違反(法第9条第3項、貨物自動車運送
事業法施行規則第7条第1項第2号～第3号)、(4)
乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4
項)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1
項～第3項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規
則第7条第5項)、(7)業務の記録事項義務違反(安
全規則第8条)、(8)運転者等台帳の記載事項等義
務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対
する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)
運転者に対する指導監督の記録事項義務違反
(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、
(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
(安全規則第10条第2項)

15



「令和6年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

松藤商事株式会社（法人番
号4310001002027）代表者
松藤章喜

佐世保事業所

長崎県長崎市五島町3-25
長崎県佐世保市白岳町
669-3

豊運輸株式会社（法人番号
1290001000044）代表者福
田篤

筑豊営業所

福岡県糟屋郡久山町大字
久原2904番地2

福岡県鞍手郡小竹町大字
赤地1904

令和6年3月28日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第9
条第3項、法第17条
第4項

令和5年8月10日、監査実施。3件の違反が認めら
れた。(1)事業計画の変更届出違反(貨物自動車
運送事業法第9条第3項、貨物自動車運送事業法
施行規則第7条第1項第2号～第3号)、(2)点呼の
記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(3)運転者
等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の
5第1項)

1 1
輸送施設の使用停止
（10日車）
文書警告

15
輸送施設の使用停止
（145日車）
文書警告

令和6年3月28日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項第2号、法第
17条第4項、道路運
送車両法(以下「車
両法」)第48条、車両
法第49条

令和5年6月8日、監査実施。6件の違反が認めら
れた。(1)(2)事業計画(自動車車庫・配置車両数)に
定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事
業法第8条第1項)、(3)定期点検整備の実施違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全
規則」)第3条の3、道路運送車両法（以下「車両
法」）第48条)、(4)定期点検整備記録簿の保存義
務違反(安全規則第3条の3、車両法第49条)、(5)
点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項～第3
項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全規
則第9条の3第1項～第3項)

15


